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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合シェルと、
　前記複合シェルにポートを形成しネック及び外側に突出するフランジを有する金属製ボ
スと、
　前記複合シェルと前記金属製ボスとの間に配設されたインタフェース要素であって、前
記インタフェース要素が、前記複合シェル及び前記金属製ボスに接触し、前記複合シェル
にも前記金属製ボスにも接合されないことにより、前記インタフェース要素と前記複合シ
ェルとの間の動作を許容し、前記インタフェース要素と前記金属製ボスとの間の動作を許
容し、前記金属製ボスの前記ネックに隣接して配設されたネックを有し、前記金属製ボス
の前記フランジに隣接して配設されたスカートを有し、当該インタフェース要素は、本質
的には、ポリマー、エラストマー、及びサーモプラスチックからなる群から選択される材
料からなり、約２５０ポンド毎平方インチより大きく、約１０００００００ポンド毎平方
インチ未満の弾性係数を有する、インタフェース要素と、
　を備えることを特徴とする圧力容器。
【請求項２】
　前記インタフェース要素の前記ネックは、前記インタフェース要素のネックの端部から
径方向外側に延びるリップを有することを特徴とする請求項１に記載の圧力容器。
【請求項３】
　前記複合シェルが前記金属製ボスと接触しないように、前記ネックが前記複合シェルの
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厚みの全体に亘り延びていることを特徴とする請求項１に記載の圧力容器。
【請求項４】
　前記インタフェース要素の前記ネックはそのネック自身の端部に向かうにつれ先細にな
ることを特徴とする請求項１に記載の圧力容器。
【請求項５】
　前記スカートは前記ネックから径方向外側に延びることを特徴とする請求項１に記載の
圧力容器。
【請求項６】
　前記スカートは実質的には均一な厚みを有することを特徴とする請求項５に記載の圧力
容器。
【請求項７】
　前記スカートは前記ネックから前記スカートの縁部に向かうにつれ先細に形成されてい
ることを特徴とする請求項５に記載の圧力容器。
【請求項８】
　前記インタフェース要素がポリオキシメチレンを含むことを特徴とする請求項１に記載
の圧力容器。
【請求項９】
　前記インタフェース要素が複数の繊維を備えることを特徴とする請求項１に記載の圧力
容器。
【請求項１０】
　前記繊維は織られていることを特徴とする請求項９に記載の圧力容器。
【請求項１１】
　前記繊維は切り刻まれていることを特徴とする請求項９に記載の圧力容器。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
［背景技術］
　圧力容器は、通常、例えば酸素、天然ガス、窒素、水素、プロパン及び他の燃料を貯蔵
すること等、圧力下で種々の流体を収容するために使用される。
【０００２】
　容器に好適な材料としては、巻状ガラス繊維フィラメント、又は熱硬化性或いは熱可塑
性樹脂により互いに接合された他の合成フィラメントからなる積層された層を含む。ポリ
マー、又は他の非金属弾性ライナー、又はブラダーが複合シェル内にしばしば配置されて
容器を密閉し、内部流体が複合材料と接触することを防止する。容器の複合構造は、軽量
であること、腐食、疲労及び深刻な損傷に対する耐性があること等、多くの利点を有する
。これらの特性は、圧力容器の構造上加わる主要な力の方向に配向される強化繊維或いは
フィラメントの高い比強度によるものである。
【０００３】
　図１及び図２は、細長い圧力容器１０を示す。これは米国特許第５，４７６，１８９号
に開示されており、参照により本願に組み込まれる。容器１０は複数の端部１４を有する
本体部１２を備える。金属（ 例えばアルミニウム）ボス１６は容器１０の一端或いは両
端に設けられ、容器１０の内部と連通するポートを形成している。容器１０は、外側複合
シェル１８により覆われた内側ポリマーライナー２０から形成される。この場合、『複合
（ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ）』とは、巻状又は積層構造のフィラメント等の、繊維強化樹脂マ
トリクス材を意味する。複合シェル１８は構造的負荷の問題を全て解決し、プラスチック
ライナー２０はガスバリアを形成する。
【０００４】
　ライナー２０は、概して半球状の端部２２を備える。該端部２２は、外側複合シェル１
８の開口部２６の内側に位置合わせされた開口部２４を備える。ボス１６はこれらの位置
合わせされた開口部内に位置し、ネック部２８及び半径方向外側に突出するフランジ部３
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０を含む。ボス１６は、ポート３２を形成し、高圧の流体がこのポート３２を介して圧力
容器１０の内部と連通してもよい。
【０００５】
　いくつかの適用例では、容器１０はアキュムレータとして使用される。 この適用例は
、容器１０の高いサイクル寿命（加圧/減圧）を必要とする。アルミニウムボス１６のネ
ック部２８及びフランジ３０は強固である。しかしながら、圧力下では、複合シェル１８
は歪みやすい。複合シェル１８がボス１６の金属素材と直接接触する場合において、その
ような歪みがあると、アキュムレータとしてのサイクリング時に、ボス１６により複合シ
ェル１８上が磨耗し、複合シェル１８が破砕される結果に至る可能性がある。
［発明の概要］
　一態様において、本明細書に記載される圧力容器は、複合シェルと、前記複合シェルに
ポートを形成しネックを有するボスと、前記複合シェルと前記ボスとの間に配設されたイ
ンタフェース要素とを備える。前記インタフェース要素は、前記複合シェルにも前記ボス
にも接合されない。これにより、前記インタフェース要素と前記複合シェルとの間の動作
が許容され、前記インタフェース要素と前記ボス間との動作が許容される。前記インタフ
ェース要素は前記ボスの前記ネックに隣接して配設されたネックを有する。
【０００６】
　この概要は、以下の詳細な説明において更に述べられる概念を単純な態様で導入するた
めに提供されるものである。この概要は、開示され又は特許請求の範囲に記載された本発
明の重要な特徴或いは本質的な特徴を特定することが意図されるものではない。また、こ
の概要は、開示された実施形態のそれぞれ、又は、開示された或いは特許請求の範囲に記
載された本発明の実施の全てを記載することが意図されるものでもない。具体的には、一
つの実施形態に関してここに開示された特徴は、別の実施形態に等しく適用可能である。
さらに、この概要は、本発明の特許請求の範囲に記載された本発明の範囲を規定するため
に援用されることが意図されるものではない。他の多くの新しい利点、特徴及び関係がこ
の詳細説明が進むに従い明らかになるであろう。以下の図及び記述は説明として用いる実
施例を特に例示するものである。
【０００７】
　開示された本発明を添付された図面を参照してさらに説明する。いくつかの図面におい
ては、同様の構造又はシステム要素には同様の参照番号で示す。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】典型的な細長い圧力容器の立面図である。
【図２】そのような圧力容器の一端を貫く、図１の２－２線に沿った部分断面図である。
【図３】本発明の一実施形態にかかる耐せん断ボス及びシェルインタフェース要素の斜視
図である。
【図４】図３の耐せん断ボス及びシェルインタフェース要素を含む圧力容器についての、
図２と同様の部分断面図である。
【図５Ａ】本発明の第二実施形態にかかる耐せん断ボス及びシェルインタフェース要素を
示す、図４の円で囲まれた（参照番号５で示した）部分の拡大部分断面図である。
【図５Ｂ】本発明の第三実施形態にかかる耐せん断ボス及びシェルインタフェース要素を
示す、図４の円で囲まれた（参照番号５で示した）部分の拡大部分断面図である。
【図５Ｃ】本発明の第四実施形態にかかる耐せん断ボス及びシェルインタフェース要素を
示す、図４の円で囲まれた（参照番号５で示した）部分の拡大部分断面図である。
【図５Ｄ】本発明の第五実施形態にかかる耐せん断ボス及びシェルインタフェース要素を
示す、図４の円で囲まれた（参照番号５で示した）部分の拡大部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　上記の識別された図は、開示された本発明の一以上の実施形態を示すが、本明細書で言
及されるように、他の実施形態もこれらの図から予期される。すべての場合において、本
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明細書は、説明の目的で、開示の本発明を提示し、限定する目的のものではない。本明細
書の原理の範囲及び趣旨から外れることなく多くのその他の変更及び実施形態が考案され
ることが当業者により理解されるべきである。
【００１０】
　図は一定の縮尺で描いたものでなくてよい。更に、上方、下方、上、下、トップ、ボト
ム、サイド、右、左　等の用語が使用されている場合は、それらが説明の容易な理解のた
めにのみ使用されていることが理解される。構造は他に配向されても良いことが予期され
る。
【００１１】
　加圧及び減圧の多くのサイクルの後、複合シェル１８は特にポイント３３の部分（図２
を参照）で砕けることがしばしばある。このポイントでは、金属ボス１６の先端が複合シ
ェル１８と接触している。この問題に対する先行技術の解決策は米国特許第５，４２９，
８４５号にて説明されている。米国特許第５，４２９，８４５号は参照により本願に組み
込まれる。本明細書において、容器の例示的な実施形態は、図４～５Ｄに示すように、ボ
ス１６と複合シェル１８との間に設けられる耐せん断インタフェース要素３４～３４Ｄを
備えている。一方、図５Ａ～５Ｄは圧力容器の断面図の半分のみを示したものであり、他
方の半分は（図４の軸３５を中心とした）ミラー像である。インタフェース要素３４～３
４Ｄは、ボス１６に隣接して、複合シェル１８とライナー２０との間のインタフェースま
で延びていてもよい。インタフェース要素３４～３４Ｄは、柔軟で、高い摩滅面をボス１
６と複合シェル１８との間に形成するために設けられている。インタフェース要素３４～
３４Ｄの例示的な構成が図３～５Ｄに示されている。インタフェース要素３４～３４Ｄは
加圧及び減圧中に複合シェル１８がボス１６上を滑り易くする。
【００１２】
　例示的な実施形態において、インタフェース要素３４～３４Ｄは、複合シェル１８にも
ボス１６にも接合されていない。これにより、インタフェース要素３４～３４Ｄと複合シ
ェル１８との間の動作が許容され、インタフェース要素３４～３４Ｄとボス１６との間の
動作が許容される。そのような滑りが生じることが許容されることにより、インタフェー
ス要素３４～３４Ｄに使用される材料は、インタフェース要素３４～３４Ｄの内部せん断
変形或いは不連続性が考慮される必要がなくなる。
【００１３】
　インタフェース要素３４～３４Ｄがせん断力に強くないゴムのような材料で作られてい
る場合、インタフェース要素３４～３４Ｄは、ボス１６に対する複合シェル１８の動きに
より消耗する（即ち、すり砕かれる）可能性がある。従って、例示的な実施形態では、イ
ンタフェース要素３４～３４Ｄは、ポリオキシメチレン（一般にＰＯＭと呼ばれ、ポリア
セタール又はポリホルムアルデヒドとして知られている） のようなせん断力に非常に強
い材料や、高い剛性、低摩擦、及び優れた寸法安定性を有するエンジニアリングサーモプ
ラスチックから構成される。それは、デュポン社の商標DELRINTMの名で一般に知られてい
る。そのようなインタフェース要素材料はインタフェース要素３４～３４Ｄとボス１６と
の間のみならず、インタフェース要素３４～３４Ｄと複合シェル１８との間での耐久性及
び低摩擦を促進する。
【００１４】
　その他の好適な材料としては、例えば、織られた又は切り刻まれた繊維で強化されたポ
リマー又はエラストマーが挙げられる。これらの材料はインタフェース要素３４～３４Ｄ
に更なる耐摩耗性をもたらし得る。インタフェース要素３４～３４Ｄの特に好適な材料は
、インタフェース要素３４～３４Ｄの崩壊を回避するためにゴムの弾性係数（約２５０ｐ
ｓｉ（ポンド／平方インチ））より大きい弾性係数を有する。更に、インタフェース要素
３４～３４Ｄの特に好適な材料の弾性係数は金属ボス材料の弾性係数（アルミニウムの弾
性係数は約１０Ｍｐｓｉ（ミリオンポンド／平方インチ）、鋼の弾性係数は約２９Ｍｐｓ
ｉ）未満であり、複合シェル１８を破損する恐れのあるボス１６の先端３３での負荷集中
を最小限にする。更に高い負荷或いは更に長い時間の加圧減圧サイクルを容器が被る可能
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ース要素３４～３４Ｄの材料は、一般に使用されるゴムより高い堅牢性を要する。例えば
、ＤＥＬＲＩＮTMは約３５０ｋｐｓｉ（サウザントポンド／平方インチ）の弾性係数を有
する。
【００１５】
　例示的な実施形態では、インタフェース要素３４～３４Ｄはネック３８を有する。該ネ
ック３８は、ボス１６及び複合シェル１８との接触による破壊を生じ難くする柔軟な構造
を提供し、複合シェル１８の損傷を防ぐ。図４、５Ｂ、５Ｃ及び５Ｄに示すように、いく
つかの実施形態においては、ネック３８、３８Ｂ，３８Ｃ，３８Ｄの端部は、ボス１６に
隣接して複合シェル１８の厚みの全体に亘り延びている。その結果、複合シェル１８はボ
ス１６と直接接触しないこととなる。また、図５Ａで示すように他の実施形態では、ネッ
ク３８Ａは、ボス１６に隣接して複合シェル１８の厚みの全体に亘り延びてはいない。そ
の結果、複合シェル１８はボス１６と直接接触する。更に、例えば、図５Ｃで示すように
、いくつかの実施形態では、ネック３８Ｃは真直ぐに延びている（即ち、均一の厚さで、
ボス１６のネック２８と平行に延びている）。また、例えば、図５Ｄで示すように、他の
実施形態においては、ネック３８Ｄは先細に形成され、端部に近づくにつれ厚みが減少す
る。また、図４、５Ａ及び５Ｂに示すように、他の実施形態において、ネック３８、３８
Ａ、３８Ｂは端部に隣接して径方向外側に延びるリップ４０　４０Ａ、４０Ｂを有する。
リップ４０、４０Ａ、４０Ｂは機械的インターロックをもたらし、複合シェル１８がスカ
ート３６から軸方向に離れることを防止する。それにより、容器１０が悪い負荷条件を被
る場合にも、インタフェース要素３４及び複合シェル１８の軸方向の堅固な係合を維持す
る。また、図５Ｂで示すように、いつかの実施形態では、インタフェース要素３４Ｂの下
方部又はスカート３６Ｂは実質的には均一な厚みを有し、縁部４２においてのみ先細にな
り、ストレス不連続性を最小限にしている。また、図４、５Ａ、５Ｃ及び５Ｄで示すよう
に、他の実施形態において、スカート３６、３６Ａ、３６Ｃ及び３６Ｄは先細になりネッ
ク３８、３８Ａ、３８Ｃ、３８Ｄから径方向外側に延びるにつれ厚みが減少する。このよ
うに先細にすることにより、インタフェースの圧力の管理及び負荷分布の制御をより良い
ものとすることができる。
【００１６】
　本発明を幾つかの実施形態を参照しつつ説明してきたが、本発明の趣旨及び範囲から外
れない形態及び細部において改変し得ることは当業者により認識される。また、一つの実
施形態に関して開示されるどの特徴も他の実施形態に含まれてもよく、その逆もあってよ
い。
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